
この「高齢者等暖房シェルター確保事業」は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施しています。

ここに来れば、冬の寒さをしのぐことができます。

いつでもだれでも利用できます。ぜひお越しください。
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所
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時

お問い合わせは…

健 康 福 祉 課（☎61-1000 渡部･今）

社会福祉協議会（☎62-2825 佐藤･山口）

◇感染症予防のため、必ずマスクを

着用してください。

◇食べ物や飲み物は、すべて各自で

用意してください。

◇自宅でつくったものをほかの人と

分け合うことはできません。

◇自分で来るのがむずかしいかたは

社会福祉協議会（☎62-2825）に

ご相談ください。

●おねがい●


